
 

 

 

 

 

令和８年３月３０日１４時００分 

                       近 畿 地 方 整 備 局 

 

道路脱炭素化基本方針に基づき 

「近畿地方整備局 道路脱炭素化推進計画」を策定し公表します 
 

道路の脱炭素化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、道路脱炭素化基

本方針（令和７年１０月策定）で定められた基本的な事項に基づき、令和８年３月「近畿地方

整備局道路脱炭素化推進計画」を策定し、各分野において、個別施策毎のＣＯ₂削減量や整

備指針などの目標を設定し脱炭素化を推進します。 

 
 

◆「近畿地方整備局 道路脱炭素化推進計画」は、次の近畿地方整備局ＨＰよりご覧いただけ

ます。 
https://www.kkr.mlit.go.jp/road/project/kinkidatsutanso.html 

 

◆「近畿地方整備局 道路脱炭素化推進計画」の概要（別紙１参照） 

 ・計画期間：２０４０年度まで 

 ・道路脱炭素化に向け主に推進する施策： 

  【道路管理分野】道路照明のＬＥＤ化、道路関係車両の電動車化、再生可能エネルギーの活 

用等を推進 

【道路整備分野】道路建設から管理までのライフサイクル全体における CO₂排出量の削減 

のため、低炭素な材料や建設機械の導入等により削減を促進 

【道路利用分野】自動車から排出する CO₂の削減を図るため、ボトルネック箇所の渋滞対策 

による道路交通の適正化や、自転車利用への転換を推進 

 

 

 ＜取扱い＞                     

 

 ＜配布場所＞ 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ 

 

 ＜問合せ先＞ 国土交通省 近畿地方整備局 道路部  
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           TEL ： ０６ - ６９４２ - １１４１ （代表） 

           FAX ： ０６ - ６９１０ - ８７１０ 
 



○ 道路の脱炭素化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、道路脱炭素化基本方針（令和７年１０月

策定）で定められた基本的な事項に基づき、令和８年３月「近畿地方整備局道路脱炭素化推進計画」を策定し、

各分野において、個別施策毎のＣＯ₂削減量や整備指針などの目標を設定し脱炭素化を推進します。
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